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ひと、くらし、
みらいのために
ひと、くらし、
みらいのために 発行 瀬峰労働基準監督署（所在地：栗原市瀬峰下田50-８ 電話：0228-38-3131）

▶本号では、特定最低賃金改正と宮城労働局公式Xについてお知らせいたします。
▶瀬峰署管内における休業４日以上の労働災害発生状況等についてお伝えします。
令和７年１月から11月までの瀬峰署管内の休業４日以上の死傷者数は、下記のと

おり今年11月末時点においては、前年同期比1人減少、率にして0.7％と減少傾向が
続いております。
業種別では、依然として建設業の死傷者数が57.1％増となっており、中でも木造

家屋建築工事業が175％増と非常に高い状況にあります。また、商業が100％増、
通信業が150％増と依然として高い状況となっており、金融・広告業も100％と災
害が大幅に増加しています。これからの時期は朝晩の気温が低下して路面が凍結す
ると転倒災害の発生も懸念されますので、作業日の朝晩の天気予報を確認して労使
間で情報共有を行い、転倒災害も含めた労働災害防止に努めましょう。

新年、明けましておめでとうございます

瀬峰監督署管内は、労働災害が減少傾向が継続

裏面に続く

※休業4日以上（新型コロナウイルス感染症を除く）

令和7年１２月９日現在

瀬峰署管内の労働災害発生状況

令和６年 令和７年      前年同月増減
1月～11月 1月～11月 死傷 死亡

死傷者数 死亡 死傷者数 死亡 増減数 増減率 増減数 増減率

全産業 140 3 139 -1 -0.7% -3 -100.0%

製 造 業 35 23 -12 -34.3%

鉱    業 1 -1 -100.0%

建 設 業 21 1 33 12 57.1% -1 -100.0%

運輸交通業 10 7 -3 -30.0%

貨物取扱業

農    業 5 3 -2 -40.0%

林    業 9 2 4 -5 -55.6% -2 -100.0%

畜産・水産業 8 5 -3 -37.5%

商    業 15 30 15 100.0%

金融・広告業 1 2 1 100.0%

映画・演劇業

通 信 業 2 5 3 150.0%

教育・研究業 1 1

保健衛生業 20 18 -2 -10.0%

接客娯楽業 4 1 -3 -75.0%

清掃・と畜業 3 2 -1 -33.3%

官公署

その他の事業 5 5

年 別

業 種 別



「宮城労働局公式X」のご案内

「宮城県特定最低賃金」改正のお知らせ
令和７年10月４日から宮城
県最低賃金が改正されました
が、３つの産業において適用
される特定最低賃金も令和７
年12月15日に改正されました。
特に、月給制の場合、時間
額換算で最低賃金以上となっ
ているか確認が必要ですので、
以下の計算方法により確認を
行っていただきますようお願
いします。

宮城労働局公式Xは、労働関
係や人事労務関係など、宮城
県の労働に関する最新の情報
を発信する宮城労働局の公式
アカウントです。これから、
順次改正された労働安全衛生
法などの法律が施行されます
ので、皆様もぜひフォローし
ていただき、最新の情報をご
確認いただきますよう、お願
いいたします。

詳細はこちら➡
をご覧ください
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